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東京都では、平成９年の河川法改正を契機とし、川づくりに地域の意見を反映するため、流域住民、

川に関心を持って活動している団体の代表者、流域の区市町村及び都の職員が河川に係わる情報や意見

の交換、提案等を行うことを目的として流域連絡会を設置しています。 

「柳瀬川・空堀川流域連絡会」は、平成１１年１１月の設立以来、概ね２年毎の任期で期を重ね、こ

れまでに第８期までの活動が終了しています。今回の第９期は平成３０年１１月にスタートし、意見交

換や現地視察などを行い、情報を共有しながら協働・連携して活動を行ってきました。 
 

【活動実績】 

第１期 平成１１年１１月 ～ 平成１３年１０月 

第２期 平成１４年 ４月 ～ 平成１５年１１月 

第３期 平成１６年 ７月 ～ 平成１８年 ６月 

第４期 平成１８年１２月 ～ 平成２１年 １月 

第５期 平成２１年 ５月 ～ 平成２３年 ２月 

第６期 平成２３年 ５月 ～ 平成２５年 ３月 

第７期 平成２５年 ７月 ～ 平成２７年 ９月 

第８期 平成２８年 ３月 ～ 平成３０年 ８月 

第９期 平成３０年１１月 ～ 令和 ２年１２月 

第９期は、第１回の設立会議のあと、柳瀬川・空堀川の主要箇所をめぐる現地視察会を開催し、その

後第５回までは全体による情報交換等とあわせて上流・中流・下流の地域別の３つの分科会に分かれて

の意見交換を行いました。第６回では空堀川周辺の地下水について、土木技術支援・人材育成センター

より説明頂き、第７回では柳瀬川下流未整備区間の現地視察会を開催しました。第８回以降は新型コロ

ナウイルス感染症の拡大防止のため書面開催となり、第１０回まで開催しました。 
 

【第９期委員構成】                                 

都民委員（公募）１２名 ／ 団体委員５名 ／ 行政委員（市、都）１２名    合計２９名 

  

柳瀬川・空堀川流域連絡会の概要 

  

【第９期 柳瀬川・空堀川流域連絡会 設置要綱】 
 

（設置） 
第 1 柳瀬川及び空堀川を地域に活きた親しめる川とす
るためには、住民と行政が共通認識に基づき、協働・
連携して川づくりを進めていくことが必要である。 

そこで、流域の住民、柳瀬川及び空堀川に関心を持
ち活動している団体、市及び都が河川に係わる情報や
意見交換及び提案等を行うことを目的として、柳瀬
川・空堀川流域連絡会（以下「連絡会」という。）を
設置する。 

（所掌事項） 
第 2 連絡会は、次に掲げる事項について情報や意見交換
及び提案等を行う。 
(1)河川に係る計画、工事、管理等について 
(2)河川環境と歴史・文化について 
(3)流域自治体の行政計画のうち河川に係わるものに
ついて 

(4)流域内における開発など、まちづくりと河川の係
わりについて 

(5)その他 
（構成） 
第 3 連絡会は、流域住民、柳瀬川及び空堀川に関心を持
ち活動している団体の代表者及び流域自治体の職員等
別表に掲げる者(以下「委員」という。）で構成する。 

2 流域住民の委員は、公募によって選出する。 

3 柳瀬川及び空堀川に関心を持ち活動している団体に
ついても、公募により代表者１名を委員に選出する。 

4 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 
5 座長が特に必要と認めるときは、臨時委員を置くこ
とができる。 

（座長の職務及び代理） 
第 4 連絡会は、委員の互選又は委員の推薦により、座
長を置く。 

2 連絡会は、委員の互選により副座長を置く。 
3 座長は連絡会を代表し、会務を総理する。 
4 副座長は座長を補佐し、座長に事故のあるときは副
座長がその職務を代理する。 

（連絡会の開催） 
第 5 連絡会は、原則として年２回開催し、座長が招集
する。 

2 座長は必要があると認めるときは、臨時に連絡会を
開催することができる。 

（事務局） 
第 6 連絡会の事務局は、東京都北多摩北部建設事務所
工事第二課に置く。 

（その他） 
第 7 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に必
要な事項は、座長が定める。 

 
付則  

この要綱は、平成 30年 11 月 14 日から施行する。 
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■ 第１回 全体会（平成 30 年 11 月 14 日） 
 

事務局及び北多摩北部建設事務所工事第二課長の挨拶に始ま

り、各委員の自己紹介の後、事務局提案の流域連絡会の設置要

綱・運営要領の確認と質疑応答を行い、委員推薦により座長・

副座長を選出しました。 

座長が議事を進行し、第８期の活動まとめと第８期第１１回

議事録について事務局から概要説明があり、質疑応答を行いま

した。続いて今後の進め方について意見交換を行い、当面は第

８期後半と同じ地域別分科会方式で運営することで合意しまし

た。さらに事務局から、今後の予定について、１２月１７日の

第１回現地視察会と２月前半での第３回流域連絡会開催の提案がありました。 

委員からの情報提供として、第１回東大和「空堀川・まつり」、第４３回空堀川秋のクリーンアップ

についての報告がありました。 

最後に事務局が、連絡方法について委員に確認を依頼しました。 

都民委員１２名、団体委員３名、行政委員１０名の計２５名が出席しました。 
 

 

■ 第２回 現地視察会・市立野山北公園～金山調節池（平成 30 年 12 月 17 日） 
 

第９期に入り新たに参加した委員もいることから、流域連絡会の第２回は、前期で話題に上がったと

ころや前期視察会以降で状況が変わっているところなどを含め、上流から下流まで主要地点の現地視察

を行いました。空堀川や奈良橋川の源流域から、上・中・下流域の河川整備箇所、河道内樹木伐採箇所、

芝中調節池や金山調節池を視察し、次回の流域連絡会で視察の感想や意見交換を行うことにしました。 

都民委員８名、団体委員２名、行政委員７名の計１７名が参加しました。 
 

【行程：12：30～16：50】 

玉川上水駅（集合）➝①市立野山北公園➝②番太池➝③神明橋➝④芝中調節池➝⑤空堀川・奈良橋

川合流点➝⑥第三天王橋～ふれあい橋➝⑦御成橋➝⑧三郷橋➝⑨金山調節池➝清瀬駅（解散） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

↑市立野山北公園（空堀川源流）             ↑空堀川御成橋（ワンド）                   ↑三郷橋下流（落差工・魚道） 
 

【視察会での主な感想・意見】 

・神明橋：ある程度自然な形で残すことを検討してほしい 

カワセミが営巣できる土の堤防も必要 

・空堀川・奈良橋川合流点：旧川敷で取り込めるものは活かしてほしい 

 第９期の活動内容（平成30年 11月～令和2年 12月） 

↑第１回全体会 
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・三郷橋：勾配や流速、途中の窪みなど、魚道にはまだまだ改良の余地があるので、さらに改良を進

めてほしい 
 

 

■ 第３回全体会・分科会（平成 31 年 2 月 13 日） 
 

座長による開会の挨拶の後、事務局による配布資料の確認と本

日の進行予定についての説明がありました。 

さらに事務局から、第９期第１回議事録の概要説明および第 2

回の現地視察会の実施報告があり、現地視察の感想や調節池の活

用などについて意見が出されました。 

続いて事務局から、空堀川の河道内樹木への対応について説明

があり、質疑応答、意見交換を行いました。 

その後、清瀬市、東村山市、東大和市＋武蔵村山市の三つの地

域別グループの分科会に分かれて、「第８期まとめ」の確認と今

期の分科会の進め方などについて意見交換が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

↑武蔵村山市＋東大和市グループ           ↑東村山市グループ                   ↑清瀬市グループ 
 

 分科会での意見交換後の全体会で、各グループの代表から発表があり、今後の進め方に関して、地

域別の分科会形式を継続するが、テーマによってあるいは数回に 1 回は全体で議論してもいいのではな

いか、また、新しく参加された方もいるので、全体会からテーマ別分科会や地域別分科会に移行しては

どうか、などの意見が出されたという報告がありました。 

最後に、委員からの情報提供として、「ミニ清掃写真報告（実施日 2019.2.4）」について概要報告があ

りました。 

都民委員１１名、団体委員４名、行政委員９名の計２４名が参加しました。 
 

 

■ 第４回全体会・分科会（平成 31 年 4 月 25 日） 
 

座長による開会の挨拶、新任の行政委員の自己紹介の後、事務局から、本日の進行予定と今後のスケ

ジュールについての提案、平成 31年度工事予定箇所、空堀川河道内樹木への対応、奈良橋川における

新規区間の事業化についての報告がありました。 

その後、清瀬市、東村山市、東大和市＋武蔵村山市の三つの分科会に分かれて、それぞれの地域の課

題など（河川生態系の再生方法（清瀬市）、河道内の樹木対応（東村山市）、水涸れ問題（東大和市＋武

蔵村山市））について意見交換を行いました。 

最後に、委員から「第３６回空堀川クリーンアップ」、「第４４回空堀川クリーンアップ東村山区間」

の実施報告がありました。 

都民委員１２名、団体委員４名、行政委員１０名の計２６名が参加しました。 

 

 

↑第３回全体会 
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↑清瀬市グループ                   ↑東村山市グループ                   ↑武蔵村山市＋東大和市グループ 

 

 

■ 第５回全体会・分科会（令和元年 8 月 8 日） 
 

座長による開会の挨拶の後、事務局から、まず、都民委員から団体委員への変更の報告があり、その

後、本日の進行予定と今後のスケジュールについての提案と、令和元年度工事中の施工概要についての

説明がありました。 

その後、清瀬市、東村山市、東大和市＋武蔵村山市の三つの分科会に分かれて、それぞれの地域の課

題など（河川における生態系のネットワークの運営（清瀬市）、河道内樹木の管理（東村山市）、水涸れ

問題（東大和市＋武蔵村山市））について意見交換を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

↑清瀬市グループ                   ↑東村山市グループ                   ↑武蔵村山市＋東大和市グループ 
 

最後に、委員から「第３７回空堀川クリーンアップ」の実施報告がありました。 

都民委員１１名、団体委員５名、行政委員９名の計２５名が参加しました。 

 

 

■ 第６回全体会（令和元年 10 月 7 日） 
 

座長による開会の挨拶の後、事務局から、本日の進行予定と今後のスケジュールについての提案と、

第５回流域連絡会の主な議事内容、これまでに契約した令和元年度の工事について報告がありました。 

その後、土木技術支援・人材育成センター担当者より、空堀川周辺の地下水の状況について報告があ

りました。 
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最後に、委員から「第３８回空堀川クリーンアップ」、「第２回空堀川・川まつり」実施についての説

明がありました。 

都民委員９名、団体委員４名、行政委員７名の計２０名が参加しました。 

 

 

■ 第７回 現地視察会・清柳橋～金山調節池下流（令和 2 年 2 月 14 日） 
 

柳瀬川における東京都管理区間の下流部である清柳橋より、柳瀬川右岸側を金山調節池下流付近に向

かって歩きながら主要地点の現地視察を行いました。 

まず、清柳橋下流で埼玉県側の整備状況の説明を行い、続いて、城前橋被災状況及び復旧工事、左岸

側に広がる天然河岸や右岸側の台田運動公園周辺に植栽されたソメイヨシノ等の周辺状況、金山下流被

災状況について説明しました。 

その後、中里地域市民センター会議室にて現地視察会の感想や現地を見て気づいた点について意見交

換を行いました。 

最後に、委員から「第３８回空堀川クリーンアップ」実施についての説明がありました。 

都民委員６名、団体委員４名、行政委員５名の計１５名が参加しました。 
 

【行程：12：40～16：00】 

清瀬駅（集合）➝下宿第３運動公園駐車場➝清柳橋付近➝関越道付近➝城前橋付近➝金山調節池下

流付近➝中里地域市民センター会議室（意見交換）➝清瀬駅（解散） 

 

 

 

 

 

 

 
 

↑城前橋被災状況                    ↑天然河岸                           ↑意見交換会 
 

 

 

■ 第８回（書面開催）（令和 2 年 5 月 28 日） 
 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、書面開催となりました。新座長による開会の挨拶、事

務局からの情報提供として、令和２年度工事実施箇所、現在実施している工事の概要、現地視察会資料

（今回視察区間全体に関する意見）、及び第７回流域連絡会（現地視察会）意見交換会要旨を配布しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 6 

 

 

今回視察区間全体に関する意見 

 

 

■ 第９回（書面開催）（令和 2 年 9 月 30 日） 
 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、書面開催となりました。座長による開会の挨拶、事務

局からの情報提供として、令和２年度工事実施（予定）箇所、現在実施している工事の進捗状況の資料、

委員からの情報提供として、河道内樹木について、草刈りについて、空堀川の現状について、空堀川秋

の清掃活動第４０回クリーンアップの資料を配布しました。また、座長より次回第１０回をもって、第

９期柳瀬川・空堀川流域連絡会を終了する旨の案内がありました。 

 

 

■ 第１０回（書面開催）（令和 2 年 12 月 2 日） 
 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、書面開催となりました。座長による開会の挨拶、議題

として第９期柳瀬川・空堀川流域連絡会活動報告（案）について、事務局からの情報提供として、令和

２年度工事実施（予定）箇所、新たに契約した工事概要の資料、委員からの情報提供として、草刈りや

不法投棄について、空堀川流域の目標と課題、第４０回空堀川クリーンアップ写真報告の資料を配布し

ました。また、座長より第９期の終わりにあたっての挨拶がありました。 
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柳瀬川・空堀川流域連絡会 
 

〔問い合わせ〕東京都北多摩北部建設事務所 工事第二課（流域連絡会事務局） 
〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-15-19 
Tel：042-540-9521 ／ Mail：S0200241@section.metro.tokyo.jp 

mailto:S0200241@section.metro.tokyo.jp

